
地方公共団体における犯罪被害者等に特化した制度の導入状況

（都道府県）

令和６年４月１日現在

見舞金 貸付金

北 海 道 － － ○ － － － －

青 森 県 － － ○ － － － －

岩 手 県 － － ○ － － － －

宮 城 県 ○ － ○ － － － －

秋 田 県 － － ○ － － － －

山 形 県 ○ ○ ○ － － － －

福 島 県 □ － ○ ○ － － －

茨 城 県 － － ○ － － ○ ○

栃 木 県 ○ － ○ － － － ○

群 馬 県 － － ○ － － ○ ○

埼 玉 県 － － ○ － ○ － －

千 葉 県 ○ － ○ － － － ○

東 京 都 ○ － ○ ○ － ○ ○

神奈川県 ○ － ○ ○ ○ ○ ○

新 潟 県 □ － ○ － － － －

富 山 県 － － ○ － ○ － －

石 川 県 － － ○ － － － －

福 井 県 ○ － ○ ○ － － －

山 梨 県 ○ － ○ ○ － － ○

長 野 県 ○ － ○ － － － ○

岐 阜 県 ○ － ○ ○ － ○ ○

静 岡 県 － － ○ － － － －

愛 知 県 ○ － ○ ○ － － ○

三 重 県 ○ － ○ ○ － － ○

滋 賀 県 － － ○ － － － －

京 都 府 － － ○ ○ － － ○

大 阪 府 － － ○ ○ － － ○

兵 庫 県 ○ － ○ － － － －

奈 良 県 － － ○ － － ○ －

和歌山県 － ○ ○ － － － ○

鳥 取 県 □ － ○ ○ ○ ○ ○

島 根 県 ○ － ○ － － ○ ○

岡 山 県 ○ － ○ ○ － － －

広 島 県 － － ○ － － － －

山 口 県 － － ○ ○ － － －

徳 島 県 ○ － ○ ○ － ○ ○

香 川 県 ○ － ○ － － ○ ○

愛 媛 県 ○ － ○ ○ － ○ ○

高 知 県 ○ － ○ ○ ○ ○ ○

福 岡 県 ○ － ○ － － － ○

佐 賀 県 － － ○ － － － ○

長 崎 県 － － ○ － － － －

熊 本 県 ○ － ○ － － － －

大 分 県 □ － ○ － － － －

宮 崎 県 － － ○ － － － －

鹿児島県 － － ○ － － － －

沖 縄 県 － － ○ － － － －

合 計 21 2 47 16 5 12 22

（注１）「見舞金制度」欄の□印は、都道府県において市区町村の見舞金支給に補助を実施している場合を示す。

（注２）住居関係支援とは、公営住宅等入居配慮を除く、ハウスクリーニング、宿泊、転居等の支援をいう。

（注３）生活関係支援とは、配食、家事、託児・一時保育、学習、就労等の支援をいう。

（注４）医療・心理的ケア関係支援とは、精神医療、カウンセリング等の支援をいう。

（注５）法的関係支援とは、法律相談、裁判傍聴、再提訴等の支援をいう。

（注６）各制度の詳細については、地方公共団体にお問い合わせください。
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地方公共団体における犯罪被害者等に特化した制度の導入状況

（政令指定都市）

令和６年４月１日現在

見舞金 貸付金

札 幌 市 ○ － ○ ○ ○ ○ －

仙 台 市 － － ○ － － － －

さ い た ま 市 ○ － ○ ○ ○ ○ ○

千 葉 市 ○ － ○ ○ ○ － －

横 浜 市 ○ － ○ ○ ○ ○ ○

川 崎 市 ○ － ○ ○ ○ ○ ○

相 模 原 市 ○ － ○ ○ ○ ○ ○

新 潟 市 ○ ○ ○ ○ － ○ －

静 岡 市 ○ － ○ ○ ○ － －

浜 松 市 ○ － ○ ○ － － －

名 古 屋 市 ○ － ○ ○ ○ ○ －

京 都 市 ○ － ○ ○ ○ ○ －

大 阪 市 ○ － ○ ○ ○ ○ ○

堺 市 ○ － ○ － ○ ○ －

神 戸 市 ○ － ○ ○ ○ － ○

岡 山 市 ○ － ○ － － － －

広 島 市 ○ － ○ ○ ○ － －

北 九 州 市 － － ○ － － － －

福 岡 市 － － ○ － － － －

熊 本 市 ○ － ○ ○ － － －

合 計 17 1 20 15 13 10 6

（注１）住居関係支援とは、公営住宅等入居配慮を除く、ハウスクリーニング、宿泊、転居等の支援をいう。

（注２）生活関係支援とは、配食、家事、託児・一時保育、学習、就労等の支援をいう。

（注３）医療・心理的ケア関係支援とは、精神医療、カウンセリング等の支援をいう。

（注４）法的関係支援とは、法律相談、裁判傍聴、再提訴等の支援をいう。

（注５）各制度の詳細については、地方公共団体にお問い合わせください。
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地方公共団体における犯罪被害者等に特化した制度の導入状況

（市区町村）

令和６年４月１日現在

市区町村数 見舞金 貸付金

北海道 178 42 1 58 0 0 0 0

青　森 40 13 0 23 11 0 8 0

岩　手 33 0 0 15 0 0 0 0

宮　城 34 34 0 14 0 0 0 0

秋　田 25 25 0 25 0 2 0 1

山　形 35 19 0 22 0 0 0 0

福　島 59 33 0 10 32 1 0 1

茨　城 44 6 2 16 1 0 0 0

栃　木 25 25 0 15 0 0 0 1

群　馬 35 33 0 24 2 2 1 3

埼　玉 62 49 0 10 3 3 0 0

千　葉 53 13 0 16 6 2 0 2

東　京 62 1 3 4 2 3 1 1

神奈川 30 8 0 2 5 5 4 5

新　潟 29 25 0 24 1 1 0 0

富　山 15 1 0 7 1 1 0 0

石　川 19 19 0 13 1 1 1 1

福　井 17 4 0 11 2 1 0 0

山　梨 27 4 0 7 0 0 0 0

長　野 77 55 0 34 27 28 21 28

岐　阜 42 42 1 8 0 0 0 0

静　岡 33 33 0 23 1 3 0 0

愛　知 53 9 0 13 1 1 0 0

三　重 29 26 0 11 8 8 2 0

滋　賀 19 19 0 5 0 0 0 0

京　都 25 25 0 12 0 1 0 0

大　阪 41 19 0 7 3 4 3 0

兵　庫 40 40 1 24 18 16 1 1

奈　良 39 39 2 17 0 2 0 0

和歌山 30 25 0 19 1 0 0 0

鳥　取 19 14 0 11 0 0 0 0

島　根 19 0 0 8 0 0 0 0

岡　山 26 16 0 23 0 0 0 0

広　島 22 15 0 21 0 0 0 0

山　口 19 13 0 19 6 6 2 5

徳　島 24 3 0 6 1 0 1 0

香　川 17 0 0 3 0 0 0 0

愛　媛 20 20 0 15 20 0 0 0

高　知 34 0 0 15 0 0 0 0

福　岡 58 21 0 26 0 0 0 1

佐　賀 20 20 0 10 0 0 0 0

長　崎 21 21 0 19 1 0 0 0

熊　本 44 3 0 17 0 0 0 0

大　分 18 18 0 18 0 0 0 0

宮　崎 26 12 0 17 6 0 0 0

鹿児島 43 1 0 9 1 0 1 1

沖　縄 41 0 0 7 0 0 0 0

全　国 1,721 863 10 733 161 91 46 51

（注１）市区町村数には、政令指定都市を含まない。

（注２）区は東京都の23区をいう。

（注３）住居関係支援とは、公営住宅等入居配慮を除く、ハウスクリーニング、宿泊、転居等の支援をいう。

（注４）生活関係支援とは、配食、家事、託児・一時保育、学習、就労等の支援をいう。

（注５）医療・心理的ケア関係支援とは、精神医療、カウンセリング等の支援をいう。

（注６）法的関係支援とは、法律相談、裁判傍聴、再提訴等の支援をいう。

（注７）各制度の詳細については、地方公共団体にお問い合わせください。
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